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京都市京町家保全・継承推進計画（骨子案） 

資料５ 

第１章 はじめに 

 １ 計画策定の目的 

京都の美しい景観や伝統文化，生活文化，精神文化の象徴であ

る京町家の滅失が進行しており，京都のアイデンティティを脅か

す重大な危機となっている。京都・日本・世界の貴重な財産とし

て，将来にわたり保全・継承することを目的とする。 

 ２ 計画の位置付け 

「京都市基本構想」，「京都市基本計画」を上位計画として京町

家の保全・継承を推進するための方針・施策を示すものであり，

京町家再生プラン（平成１２年度策定）の後継計画。 

 ３ 計画の期間 

平成３０年度から平成３９年度までの１０年間 

第２章 京町家をとりまく現状と課題 

 

 

第３章 計画の基本的な方針 

 

第４章 具体的な取組（詳細は参考資料参照） 

 

第５章 計画の推進 

京町家の保全・継承を所管する都市計

画局まち再生・創造推進室を中心に，本

市他部門や京都市景観・まちづくりセン

ターとの連携にとどまらず，地域住民・

市民活動団体等，不動産・建築・法務等

の事業者・専門家などと連携し，京町家

の保全・継承に取り組む。 

 １ 計画の対象とする地区 

市内全域 

 ２ 計画の対象とする京町家 

京都市京町家の保全及び継承に関する条例

に規定する京町家 

 ３ 京町家の保全及び継承に関する目標 

市内に存在する全ての京町家を対象に可能

な限り保全及び継承に結びつける。 

 ４ 京町家の調査 

定期的な調査を実施 

 

 ６ 京町家の保全・継承における各主体の役割 

 

 １ 現状 

京町家は，京都の町並み景観を構成する基盤・京都の生活文化の基盤であり，長
い年月をかけてその価値を蓄積し，継承されてきた。しかし，戦後の社会情勢の変
化により，京町家は減少を続け，様々な保全の取組にもかかわらず，年間２％の割
合で滅失が進行し，平成２８年度の調査では，７年間で５，６００件の京町家が取
り壊され，空き家率は１４％を超えている状況にある。 

 ２ 課題 

 
 

○日常の維持管理や，改修に必要
な資金の確保が難しい。 

○改修できる技術者，事業者が減
少している。 

 

○相続税の負担などの要因で，保
全・継承が難しい。 

○安心して任せることができる事
業者を知らない。 

⑵ 維持・修復・改修に関する課題 

 

⑶ 継承・流通に関する課題 

 
 

○京町家を残すことが家族の負担
になると考えている。 

○所有者や市民，事業者に，文化
的，景観的，経済的な価値が伝
わっていない。 

⑴ 意識に関する課題 

 

所有者 

市 

使用者 

（活用事業者

含む） 市民 

その他の事業者 

自治組織・ 

市民活動団

体等 

不動産事業者 

解体工事業者 

・所有する京町家の保全・継承に努める 

・京町家の保全・継承への協力 

・事業活動に当たっての配慮 

・所有者，使用者，京町家の保全・

継承を図ろうとする者への支援 

・京町家の保全・継承への協力 

・京町家の保全・継承を総合的に推進 

・各主体の参加・協力を促進 

・使用する京町家の適切な

維持管理に努める 

 

 
１ 活用の促進 

⑴ 活用事例の研究・普及 

⑵ 多様な活用に対する支援 

 

 ３ 維持管理，修繕及び改修の支援 

⑴ 改修費用等に対する助成 

⑵ 改修等に必要な原資を確保するため

の取組 

⑶ 改修等に関する技術的な支援 

 

 

 ４ 意識の醸成 

⑴ 価値や魅力の発信 

⑵ 不安や悩みの解消 

⑶ 適切な情報提供 

⑷ 京町家に対する表彰 

⑸ 市民活動団体，事業者等に対する表彰 

 

 ２ 継承の推進 

⑴ 世代間での継承を円滑にする仕組み 

⑵ 新たな継承者に繋ぐ仕組み 

 

 

 

重点的な取組 

横断的な取組 

 ５ 自治組織，市民活動団体等の取組推進 

⑴ 自主的な活動への支援 

⑵ 地域と連携した京町家の管理・活用 

 

 

 ６ 各主体の連携・協力，交流促進 

⑴ 所有者等の交流の促進 

⑵ 専門家・団体による協働ネットワーク 

 ７ その他 

⑴ 新築京町家の基準の検討 等 

 

 

 ５ 京町家の保全・継承の基本的な理念 

京町家が本市固有の趣のある町並み及び個

性豊かで洗練された生活文化を象徴するもの

であり，魅力あるまちづくりに欠くことので

きない市民の貴重な財産であることに鑑み，

所有者その他多様な主体の連携及び協力の下

に，推進されなければならない。 



 

 

 


